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バス事業のあり方検討会委員 

 

学識経験者 竹内 健蔵 東京女子大学教授 

若林亜理砂 駒澤大学教授 

加藤 博和 名古屋大学准教授 

有 識 者 秋池 玲子 ボストンコンサルティンググループパートナー 

            ＆ディレクター 

和田由貴夫 バスラマ・インターナショナル編集長 

業界関係者 小田 征一 (社)日本バス協会理事・高速バス委員長 

（京成バス(株)代表取締役会長） 

富田 浩安 (社)日本バス協会理事・貸切委員長 

（日の丸自動車興業(株)代表取締役社長） 

上杉 雅彦 (社)日本バス協会理事・地方交通委員長 

（神姫バス(株)代表取締役社長） 

興津 泰則 (社)日本旅行業協会国内・訪日旅行業務部長 

島﨑 有平 (社)全国旅行業協会専務理事 

村瀬 茂高 高速ツアーバス連絡協議会会長 

（WILLER TRAVEL(株)代表取締役） 

成定 竜一 高速ツアーバス連絡協議会事務局長 

佃  栄一 日本鉄道労働組合連合会自動車連絡会代表幹事 

      鎌田 佳伸 全国交通運輸労働組合総連合 

              軌道・バス部会事務局長 

      清水 昭男 日本私鉄労働組合総連合会交通政策局長 

行政関係者 門野 秀行 国土交通省大臣官房審議官(自動車交通局) 

加藤 隆司 国土交通省自動車交通局総務課長 

      渡辺 秀樹 国土交通省自動車交通局安全政策課長 

      舩曵 義郎 国土交通省自動車交通局旅客課長 

      廣瀬 正順 国土交通省自動車交通局旅客課 

              新輸送サービス対策室長 

      小林  豊 関東運輸局自動車交通部長 

      鈴木 昭久 観光庁観光産業課長 

      入谷  誠 警察庁交通局交通企画課長 

 

（順不同、敬称略） 
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バス事業のあり方検討会（第６回出席者） 

 

【委員】 

竹内 健蔵  東京女子大学教授 

若林亜理砂  駒澤大学教授 

加藤 博和  名古屋大学准教授 

秋池 玲子  ボストンコンサルティンググループパートナー＆ディレクター 

和田由貴夫  バスラマ・インターナショナル編集長 

小田 征一  (社)日本バス協会理事・高速バス委員長（京成バス㈱代表取締役会長） 

富田 浩安  (社)日本バス協会理事・貸切委員長（日の丸自動車興業㈱代表取締役社長） 

上杉 雅彦  (社)日本バス協会理事・地方交通委員長（神姫バス㈱代表取締役社長） 

興津 泰則  (社)日本旅行業協会国内・訪日旅行業務部長 

村瀬 茂高  高速ツアーバス連絡協議会会長（WILLER TRAVEL㈱代表取締役） 

成定 竜一  高速ツアーバス連絡協議会事務局長 

鎌田 佳伸  全国交通運輸労働組合総連合（交通労連）軌道・バス部会事務局長 

清水 昭男  日本私鉄労働組合総連合会交通政策局長 

佃  栄一  日本鉄道労働組合連合会（ＪＲ連合）自動車連絡会代表幹事 

 

門野 秀行  国土交通省大臣官房審議官（自動車交通局） 

加藤 隆司  国土交通省自動車交通局総務課長 

渡辺 秀樹  国土交通省自動車交通局安全政策課長 

舩曵 義郎  国土交通省自動車交通局旅客課長 

廣瀬 正順  国土交通省自動車交通局旅客課新輸送サービス対策室長 

小林  豊  関東運輸局自動車交通部長 

鈴木 昭久  観光庁観光産業課長 

中村振一郎  警察庁交通局交通企画課課長補佐【入谷委員代理】 

 

【事務局】 

谷口 礼史  国土交通省自動車交通局旅客課バス産業活性化対策室長 

曽根 辰美  国土交通省自動車交通局旅客課新輸送サービス対策室専門官 

石嶋 隆之  国土交通省自動車交通局旅客課専門官 

鈴木 充生  国土交通省自動車交通局旅客課新輸送サービス対策室係長 

滝澤  朗  国土交通省自動車交通局旅客課係長 

益森 芳成  社会システム㈱社会経済部企画調査室長 

（順不同、敬称略） 
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資料３

東日本大震災時における高速バス
の対応状況について



東北地方を発着する高速バスの運行再開・新設状況
自 動 車 交 通 局
平成２３年４月１１日
１ ４ 時 ０ ０ 分 現 在

H23.3.11 午後２時４６分、地震発生
H23.3.12 酒田－東京、秋田－新宿便、関越道迂回により運行
H23.3.14 「高速バス事業者等に対する緊急通行車両確認標章の交付について」（警察庁交通企画課長、交通規

制課長通知）

青森

弘前 青森空港

青森県内－首都圏【８往復/日】

【被災地と東北管内の地域を結ぶ路線】

七戸十和田

三沢空港

制課長通知）
H23.3.14 仙台－山形便（宮城交通、山形交通）、仙台－新潟便（ＪＲバス東北他）運行再開
H23.3.16 仙台－新宿便運行再開（ＪＲバス東北）、標章を取得し東北道を走行して運行

宮古

弘前

能代

花巻空港

青森空港

運行区間 往復

仙台～青森県内 13

仙台～岩手県内 40

仙台～秋田県内 20

【被災地と東北管内の地域を結ぶ路線】

盛岡
秋田

秋田空港

《秋田新幹線》盛岡－秋田

花巻空港

岩手県内－首都圏【８往復/日】

山形－首都圏【５往復/日】

仙台－山形【７６往復/日】

横手
羽後本荘

花巻

新庄

仙台～山形県内(山形を除く) 21

仙台～福島県内 63

岩手県内～青森県内 9

岩手県内～宮城県内
(仙台を除く)

8

岩手県内～秋田県内 14

秋田空港

秋田県内－首都圏【５往復/日】

一ノ関

新潟

新潟空港

山形－首都圏【５往復/日】

山形

山形空港

仙台－首都圏【１５往復/日】

岩手県内～秋田県内 14

岩手県内 33

宮城県内 126

福島県内 44

秋田県内 6

福島

仙台

気仙沼－首都圏【１往復/日】

いわき

福島県内（いわきを除く）－首都圏【２８往復/日】

いわき（福島）－首都圏【３３往復/日】

仙台－北陸【２往復/日】

郡山－那須塩原【９往復/日】

那須塩原

仙台－新潟【８往復/日】
会津若松 福島空港

福島

郡山

仙台 佐 桐生 前橋 高崎

日立

山形－近畿【１往復/日】

富山
金沢

常陸太田

茨城県内－首都圏【４０往復/日】

《東北新幹線》東京－那須塩原

《上越新幹線》東京－新潟

大子

常陸大宮

仙台－名古屋【１往復/日】

仙台－佐野・桐生・前橋・高崎
【２往復/日】

仙台 京都・大阪【１往復/日】

１００
km

国土地理院電子国土による

（自動車交通局作成）

首都圏

（東京、新宿、上野、渋谷、池袋、板橋、品川、浜松町、新木場、新越谷、千葉、横浜、本厚木、成田空港、羽田空港、新浦安）

航空機・新幹線と接続する幹線路線
東北自動車道・常磐自動車道関連幹線路線

福島・郡山－近畿【１往復/日】

仙台－京都・大阪【１往復/日】

－ １ －



①首都圏～東北方面

割合
路線数 30 路線 31 路線 103%

運行回数 66 往復 81.5 往復 123%
使用台数（片道/１日） 66 台 152.5 台 231%

輸送力（※） 1,980 人 5,295 人 267%

②首都圏～仙台（①首都圏～東北方面の内数）

割合
路線数 7 路線 8 路線 114%

運行回数 13 往復 20.5 往復 158%
使用台数（片道/１日） 13 台 43.5 台 335%

輸送力（※） 390 人 1,620 人 415%

③首都圏～盛岡（①首都圏～東北方面の内数）

東北地方を発着する高速バスの運行状況（４月１９日）

地震前 現在

地震前 現在

割合
路線数 3 路線 3 路線 100%

運行回数 5 往復 6 往復 120%
使用台数（片道/１日） 5 台 22 台 440%

輸送力（※） 150 人 700 人 467%

地震前 現在

※地震前の輸送力は、3列シート高速バス車両であるため、座席数30席で計算。
　現在はこれに加え、子会社の貸切バスなども使用している実態を反映した実績値。
※現在は４月１９日までの最高値で計算（新設路線を含む）。

－　２　－



首都圏と東北地方を結ぶ高速路線バスの輸送実績
（東日本大震災関連）

○ 首都圏と東北地方を結ぶ高速路線バスは、東日本

大震災により被災した東北新幹線等の代替交通機関

として 被災関係者の輸送に重要な役割を果たしてい

首都圏と東北地方を結ぶ高速路線バスの輸送実績
（単位：人）

方面別 路線数
１週目 ２週目 ３週目 ４週目 ５週目

4/16、
合計3/12 3/19 3/26 4/2 4/8 4/9として、被災関係者の輸送に重要な役割を果たしてい

る。

○ 震災後、高速路線バス事業各者は、３１路線の運

行を順次再開・新設するとともに、続行便の増発によ

方面別 路線数
4/17

合計3/12～
3/18

3/19～
3/25

3/26～
4/1

4/2～4/8 4/9～
4/15

仙台便 8路線 1,705 9,918 12,845 12,580 10,896 2,694 50,638

盛岡便 4路線 231 6,520 8,788 6,260 5,760 1,602 29,161

福島便 3路線 763 10 218 11 630 9 994 6 634 1 783 41 022行を順次再開 新設するとともに、続行便の増発によ

る輸送力の増強を図り、震災後約５週間で延べ6,400

台の車両を投入し、１８万人を輸送している。

福島便 3路線 763 10,218 11,630 9,994 6,634 1,783 41,022

その他 16路線 2,478 9,671 18,081 14,263 12,334 3,898 60,725

計 31路線 5,177 36,327 51,344 43,097 35,624 9,977 181,546

－
３

－



首都圏と東北地方を結ぶ高速路線バスにおける管理の受委託の活用状況
（東日本大震災関連）

○ 国土交通省は、高速路線バス事業者が他者の車両を活用して輸送力の増強を図ることができるよう、３月１６日付けで管

理の受委託の弾力的な運用に係る通達「東北地方太平洋沖地震を踏まえた高速バスの輸送力確保のための緊急対応につ

いて」を発出したいて」を発出した。

○ これにより、仙台便を運行する事業者のうち２者が、盛岡便を運行する事業者のうち３者がそれぞれ他者の車両を活用し

た管理の受委託による輸送力の増強を図っている。

＜震災後５週間の投入車両数（延べ車両数）＞
（単位：台）

１週目
（3/12

２週目
(3/19～

３週目
(3/25～

４週目
(4/2～

５週目
(4/9～ 合 計

（単位：台）

１週目 ２週目 ３週目 ４週目 ５週目 合 計

Ａ
社

自社車両 2 21 9 17 21 70 64%

ａ社 0 3 7 5 0 15 14%

－

（3/12
～3/18）

(3/19～
3/25)

(3/25～
4/1)

(4/2～
4/8)

(4/9～
4/15)

合 計

仙
台
便

自社車両 8 233 375 337 346 1,299 89%

他社車両 0 41 63 40 23 167 11%

社ａ社 0 3 7 5 0 15 14%

ｂ社 0 4 12 6 3 25 23%

Ｂ
社

自社車両 0 14 16 13 7 50 28%

ｃ社 0 31 33 20 14 98 55%

ｄ社 0 3 5 7 0 15 8%

４
－

８
路
線

（
８
者
）

便 他社車両 0 41 63 40 23 167 11%

合計 8 274 438 377 369 1,466

（単位：台）

１週目 ２週目 ３週目 ４週目 ５週目

ｄ社 0 3 5 7 0 15 8%

ｅ社 0 0 6 2 6 14 8%

（単位：台）

１週目 ２週目 ３週目 ４週目 ５週目 合 計１週目
（3/12
～3/18）

２週目
(3/19～
3/25)

３週目
(3/25～
4/1)

４週目
(4/2～
4/8)

５週目
(4/9～
4/15)

合 計

盛
岡

自社車両 4 178 294 301 245 1,022 95%

Ｃ
社

自社車両 2 16 20 15 18 71 80%

ｆ社 0 10 7 1 0 18 20%

Ｄ
社

自社車両 0 17 24 31 27 99 75%

ｇ社 0 0 7 13 6 26 20%

４
路
線

（
７
者
）

岡
便 他社車両 0 10 16 14 13 53 5%

合計 4 188 310 315 258 1,075

社
ｈ社 0 0 0 0 7 7 5%

Ｅ
社

自社車両 0 41 39 11 9 100 98%

ｉ社 0 0 2 0 0 2 2%



高速バスにおけるインターネット予約サイトについて
○「発車オーライネット」における４月２日～１０日のＡ社の空席照会画面

資料４

●相当期間満席が続いているため、東京へ向かうことを延期或いは諦めた人がいるのではないか。
●当該サイトに加盟する高速乗合バス事業者が限られており、一覧性がないほかリンクもない。このため、高速バス全体の輸送力は
４倍以上（首都圏～仙台）増強されているにも関わらず、そのことが利用者に認識されないのではないか。

●１日単位でしか空席検索ができず、一定期間の空席状況の確認に手間がかかる。 １



○インターネットで「高速バス」を検索すると・・・

●高速乗合バスについても様々なサイトが分かれており、このため高速ツアーバスを含む他のサイトとの区別化
が困難となっているのではないか。

●予約サイトによって取り扱う事業者が異なり 一覧性がないため 利用者は運行事業者や予約状況等を一目●予約サイトによって取り扱う事業者が異なり、一覧性がないため、利用者は運行事業者や予約状況等を一目
で比較・把握できず、不便ではないか。

●鉄道と比較して高速乗合バスを選択する新規顧客を獲得するには、バスに限らない旅行サイトも積極的に活用
するべきではないか。

２



 - 1 - 

高速ツアーバス利用者の属性と意識について 

 

○出  典：「高速ツアーバスの流動量調査」（国土交通省政策統括官室） 

○調査対象：東京～大阪間の高速ツアーバス利用者 

○調査期間：平成２２年１１月 

 

① 母集団全体の結果 

■ 「女性」、「若者」、「学生」、「観光目的」の利用が多い。 

・性別シェア 

 

・年齢別シェア 

 
 

・職業別シェア 

 

 
・目的別シェア 

 
 

・日帰り／宿泊シェア 

 

 
・宿泊数シェア 

 

資料５ 
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■ インターネットやコンビニによる予約・決済が主流。 

■利用者の３分の２は高速路線バスと高速ツアーバスの違いを認識せず。 

■比較対象となった競合交通機関は、高速路線バスよりも鉄道が多い。 

 
・券種別シェア 

 
 

 
・予約方法別シェア 

 

・料金別シェア 

 

・同行者数別シェア

 
  

・ツアーバスと路線バスの認識度別シェア 

 

・比較の有無別シェア 
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■ 選択理由としては他の交通機関より安いとの回答が多い。 

■ 乗降場所のわかりにくさについて、約４割弱が不満と回答。 

 
・高速ツアーバスの選択理由 

 

 
・選択理由と券種（料金）のクロス 

 
  
  
 

・選択理由と目的のクロス集計 

 

 
・サービスに対する満足度 
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②座席タイプ別の結果 

 
・性別シェア 

43.6

43.1

45.5

34.6

40.8

38.6

56.4

56.9

54.5

65.4

59.2

61.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2列

3列独立

3列

4列ゆったり

4列

合計

男性 女性
 

� すべての座席タイプで、女性の利用が半数

以上と多く、女性専用車のある横 4 列ゆっ

たりの座席タイプは、約 65％と女性の利用

が多い。 

・年齢別シェア 

3.8

3.0

6.5

13.6

7.4

46.2

26.5

51.5

45.8

55.3

45.2

7.7

34.1

9.1

16.4

15.6

18.5

30.8

15.2

15.2

15.0

8.0

14.0

12.8

14.4

12.1

9.0

6.0

9.5

2.6

6.1

6.1

4.8

6.5

0.7

3.0

0.5

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2列

3列独立

3列

4列ゆったり

4列

合計

19歳以下 20代 30代 40代 50代 60代 70歳以上
 

� 座席タイプのグレードが低くなるにつれ

て、20 代・30 代といった若年層の利用が

多く、グレードが高くなるにつれて、40 代

以上の中高年の割合が高くなっている。 

・職業別シェア 

5.4

6.1

1.7

0.5

2.1

46.2

40.8

39.4

36.5

29.3

36.0

2.8

4.0

3.6

5.1

4.6

7.7

8.5

6.1

7.1

8.5

12.8

24.2

28.0

20.5

19.2

18.2

20.8

11.6

18.0

5.1

4.6

3

2.6

3

3.5

4.0

2.6
9.7

16.9

42.4

25.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2列

3列独立

3列

4列ゆったり

4列

合計
役員・管理職 会社員 公務員 農林・漁業

商工・自営業 自由業 学生・生徒 無職・その他  

� 座席タイプのグレードが低くなるにつれ

て、学生・生徒の利用が多くなり、グレー

ドが高くなるにつれて、会社員の割合が高

くなっている。 

・目的別シェア 

22.0

19.9

14.3

12.1

9.9

13.4

60.0

40.4

61.9

47.6

58.8

50.9

14.0

35.5

19.0

32.9

25.7

29.7

4.0

4.2

4.8

5.6

6.1

7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2列

3列独立

3列

4列ゆったり

4列

合計

仕事 観光 私用・帰省 その他
 

� すべての座席タイプで観光目的が約 4～6
割と多いが、横 3 列独立や 4 列ゆったりで

は、私用・帰省の割合が約 3 割と高くなっ

ている。 

注）座席タイプ不明・無回答を除く 
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・ツアーバスと路線バスの認知度別シェア 

56.4

45.9

46.9

28.9

24.0

32.6

43.6

54.1

53.1

71.1

76.0

67.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2列

3列独立

3列

4列ゆったり

4列

合計

知っている 知らなかった
 

� 座席タイプのグレードが高くなるにつれ

て、高速ツアーバスの認知度が高くなって

いる。横 2 列では半数以上が高速ツアーバ

スと高速路線バスの違いを認識している。 
� 高速ツアーバスを知っている利用者は、高

速路線バスにない、グレードの高いサービ

スを受けるために、高速ツアーバスを選択

していると考えられる。 

・比較の有無別シェア 

12.8

8.6

5.6

7.6

11.8

9.1

38.5

38.6

44.4

36.1

32.7

36.1

20.5

24.3

16.7

18.9

17.1

19.4

2.6

2.8

1.9

1.9

25.6

28.6

33.6

2.4

36.5

30.6

35.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2列

3列独立

3列

4列ゆったり

4列

合計

航空と比較 鉄道と比較

高速路線バスと比較 乗用車と比較

高速ツアーバスのみ検討
 

� すべての座席タイプで、鉄道と比較して選

択している利用者が約 3～4 割と多く、次

いで、他モードとの比較をしていない高速

ツアーバスのみ検討している利用者が約 2
～3 割である。 

 



貸切バス事業者重点監査結果 資料６

平成２３年３月３１日現在

※取扱注意

監査実施
事業者数

違反有り
事業者数

違反件数（違反があった事業者数）

乗務告示 健康状態 点呼 乗務記録 運行指示書 指導監督 社会保険 定期点検
車検切れ
運行

その他
その他の
内区域外

全 体 882 592 132 197 280 77 139 342 152 137 13 329 29全 体

割合（％） 67.12 14.97 22.34 31.75 8.73 15.76 38.78 17.23 15.53 1.47 37.3 3.29

ツアーバス事業者 92 77 24 33 41 10 13 34 23 15 2 51 5

割合（％） 83.7 26.09 35.87 44.57 10.87 14.13 36.96 25 16.3 2.17 55.43 5.43

ツアーバス以外の
事業者

790 515 108 164 239 67 126 308 129 122 11 278 24

割合（％） 65.19 13.67 20.76 30.25 8.48 15.95 38.99 16.33 15.44 1.39 35.19 3.04

車両規模

全 体 ツアーバス ツアーバス以外

事業者数
違反項目５項目以上
該当事業者数 比率（％） 事業者数

違反項目５項目以上
該当事業者数 比率（％） 事業者数

違反項目５項目以上
該当事業者数 比率（％）

１～５ 410 40 9.8 26 4 15.4 384 36 9.4 

６～１０ 268 54 20.1 38 7 18.4 230 47 20.4 

１１～２０ 138 25 18.1 21 4 19.0 117 21 17.9 

２１～５０ 57 6 10.5 7 2 28.6 50 4 8.0 

５１～ 9 1 11.1 0 0 0.0 9 1 11.1 

合 計 882 126 14.3 92 17 18.5 790 109 13.8 

※違反有り事業者数及び違反件数は、処分確定に至っていない件数も含まれているため今後増減する可能性がある。
具体的には以下の場合が想定される。
・監査後の書類の精査によって違反事実が発覚し増加する場合
・事業者の弁明等により違反事実が消滅する場合
※ツアーバス事業者の違反件数は、ツアーバス運行に係るものに限らない。



高速乗合バス「運行委託」モデル（案）

乗合事業者
乗合運送契約

資料７

利用者
乗合事業者国

○運行受委託計画を認可（共同申請）

・委託先の法令遵守体制・状況を委託元が定
期的に確認するシステムが整備されおり、そ ※利用者に対する契約責任・不法行為責

安全統括管理者

運行管理者
整備管理者

の責任者が選任されていること。

・委託元が受託先による安全確保を阻害する
ような影響力を及ぼさないこと。

○一体監査・両罰処分

※利用者に対する契約責任・不法行為責
任の主体は乗合運送事業者

（委託先に責任がある場合は委託元と
委託先の間の内部での求償関係として
処理）

※運行委託車両も含めた車両総数の
委託管理責任者

運転者・車両

※運行委託車両も含めた車両総数の一
定割合以上の車両は乗合事業者自ら
が確保

この他、運賃・運行計画の
届出期限緩和等を実施

・委託時に法令遵守体制・状
況を確認

・定期的な確認

・必要な是正措置の要求又は
運行委託の取止め

運行委託 運行委託 運行委託 運行委託

届出期限緩和等を実施運行委託の取止め

非常時等の連絡体制
の整備

乗合事業者Ａ 乗合事業者Ｂ 貸切事業者Ｃ 貸切事業者Ｄ

運行委託 運行委託 運行委託 運行委託

運行管理者
整備管理者

運行管理者
整備管理者

運行管理者
整備管理者

運行管理者
整備管理者

運転者・車両 運転者・車両 運転者・車両 運転者・車両

１



2

委託先車両を活用した高速乗合バス事業の管理受委託制度（案）

＜管理の受委託制度の緩和＞

① 高速乗合バスの運行は、自ら使用権限を有する乗合車両の使用が原則。

管理の受委託制度もあるが、従来は、自社車両の運行管理、整備管理、運転を一括し

て受託者に運行委託。

→他社車両を用いて当該他社に一括運行委託し、自社の乗合事業の一部として 運行可。

② 受委託の相手方

従来は、共同運行会社あるいは高速乗合バスを６ヶ月以上運行している事業者に限定。

→乗合、貸切の別を問わない。

③ 受委託許可の対象

従来は、区間、系統またはダイヤ上のまとまった運行を継続的に委託。

→季節波動や曜日波動などに対応して、委託車両数の上限の範囲で増発便などを随時運

行委託可（委託が無い日もあり得る）。委託の相手方として事前に複数を選ぶことも

可。

④ 受委託車両数の上限

従来は、系統の長さまたは使用車両数の1/2が受委託の上限。

→高速乗合バス事業に用いる総車両数の「1/2を超える一定割合」まで委託車両数を緩和。

＜安全規制の強化＞

(1)国による許可基準

(1)委託元が法令遵守状況など委託先の能力を委託時に審査すること

(2)委託元が委託先の法令遵守状況について定期的な監査を行うこと

(3)委託元が必要な是正措置を委託先に対して要求できる契約であること、

(4)委託元と委託先の間に非常時の連絡体制が整備されていること 等

(2)監査・処分

委託先とともに委託元も定期的監査の監督義務の履行状況等を一体監査。

委託先が受委託に関して法令遵守義務を果たしていない場合等は委託先・委託元の両

者を一体処分。

(3)運輸安全マネジメントの適用

安全管理規程の制定や安全統括管理者の選任義務は200両以上の車両を有する旅客自動

車運送事業者に限定。運行委託を行う高速乗合バス事業者は上記義務の対象に追加。

＜その他＞

今回の管理の受委託の制度緩和は、当面、高速乗合バスに限って適用。

市街地を運行する一般乗合バスについては、別途検討。



利用者
航空運送契約

国

航空運送事業における管理の受委託航空運送事業における管理の受委託

航空運送事業者A
利用者国

○管理の受委託の許可

○改善命令・許可取消し 事業計画 乗組員・航空機

※最終的な運送責任

運航：委託管理責任者
整備：監理責任者

・委託時に能力を審査
・定期監査（１年ごと）

内
容
変

通確 委

運航委託・整備委託
（受託者の提供する航空機・乗組員を用い、
指揮監督権限を含めた包括的受委託 ）

定期監査（１年ごと）
・必要な是正措置

変
更
の

知認

航空運送事業者B
※運航の安全に関する最終的な決定

委
託
管
理※

指揮監督権限を含めた包括的受委託＊）

運航マニュアル
整備マニュアル

※定期監査の方法、
受託会社からの報告
事項等について、
各会社間で規定

指揮・監督
運航：管理受託総括責任者
整備：管理受託総括責任者

＊一部の業務のみの委
託は許容されない

各会社間で規定

乗組員・航空機

３



 

 

バス事業のあり方検討会今後のスケジュール（案） 

 

 

 

 

 

平成２３年    

５月２７日(金) 第７回  ・ 報告書の審議 
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